
　

那
覇
市
お
も
ろ
ま
ち
の
新
都
心
地
区

に
建
設
を
進
め
て
い
た
那
覇
第
2
地
方

合
同
庁
舎
1
号
館
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

1
号
館
は
、
平
成
十
三
年
三
月
の
着

工
以
来
、
鋭
意
、
建
設
が
進
め
ら
れ
、

本
年
六
月
末
に
完
成
し
、
七
月
下
旬
か

ら
八
月
上
旬
に
か

け
て
、
七
官
署
が
入

居

す

る

こ

と

に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

那
覇
第
2
地
方

合
同
庁
舎
は
、
市
内

に
散
在
す
る
国
の

機
関
が
入
居
す
る

施
設
の
老
朽
・
狭
隘

の
改
善
、
借
り
上
げ

庁
舎
の
解
消
、
利
便

性
の
向
上
な
ど
を

目
的
に
合
同
集
約

化
を
図
る
た
め
、
建

設
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
シ
ビ
ッ
ク

コ
ア
構
想
の
積
極

的
な
展
開
を
通
し

て
、
那
覇
新
都
心
に

お
け
る
行
政
の
核

と
な
る
よ
う
な
施

設
整
備
を
目
指
し

て
お
り
、
今
後
は
、

1
号
館
に
続
き
、
2

号
館
、
3
号
館
が
順
次
、
整
備
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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一　

庁
舎
の
紹
介

　

シ
ビ
ッ
ク
コ
ア
地
区
に
お
け
る
都

市
環
境
へ
の
寄
与

　

積
極
的
な
施
設
の
緑
化
を
行
い
、
近

接
公
園
や
歩
行
空
間
と
の
一
体
化
を
図

る
こ
と
で
、
都
市
環
境
整
備
の
先
導
的

な
役
割
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。

開
放
性
の
高
い
賑
わ
い
空
間
の
創
出

　

広
場
・
ロ
ビ
ー
等
の
開
放
性
を
高
め
、

快
適
で
賑
わ
い
の
あ
る
空
間
を
創
出
し

ま
す
。

グ
リ
ー
ン
庁
舎
計
画
の
積
極
的
な
展
開

　

「
グ
リ
ー
ン
庁
舎
」
と
は
、
環
境
に
配

慮
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
に
利
用
す

る
施
設
の
こ
と
で
す
。
本
庁
舎
の
場

合
、
外
壁
に
は
直
射
光
を
遮
る
日
除
け

ル
ー
バ
ー
や
熱
線
吸
収
ガ
ラ
ス
が
設
置

さ
れ
て
お
り
、
室
内
の
空
調
負
荷
を
低

減
し
て
い
ま
す
。
ま
た
壁
面
を
緑
化
す

る
こ
と
で
、
室
内
へ
の
照
り
返
し
を
軽

減
し
執
務
環
境
の
向
上
も
目
指
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
太
陽
光
発
電
、
中
庭
に

よ
る
自
然
通
風
や
自
然
採
光
の
有
効
利

用
、
氷
蓄
熱
方
式
の
空
調
シ
ス
テ
ム
の

採
用
、
リ
サ
イ
ク
ル
水
（
雨
水
、
中
水
）

の
利
用
な
ど
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活

用
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
を
抑
え
る
シ

ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、「
環

境
に
や
さ
し
い
庁
舎
づ
く
り
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。

沖
縄
の
気
候
・
風
土
の
受
容
と
活
用

　

沖
縄
の
気
候
・
風
土
を
理
解
し
、
自

然
の
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環

境
負
荷
の
低
減
を
図
る
と
共
に
、
快
適

な
執
務
環
境
を
創
出
し
ま
す
。

二　

入
居
官
署
の
紹
介

独
立
行
政
法
人

国
立
印
刷
局　

沖
縄
事
務
所

（
沖
縄
政
府
刊
行
物
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー
）

　

平
成
十
五
年
四
月
に
財
務
省
印
刷
局

か
ら
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
と
な

り
ま
し
た
。
国
立
印
刷
局
は
、
日
本
銀

行
券
、
郵
便
切
手
等
の
印
刷
及
び
官

報
、法
令
全
書
、職
員
録
、
白
書
等
の
刊

行
物
の
印
刷
・
発
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。

内
閣
府　

沖
縄
総
合
事
務
局

那
覇
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー

　

「
那
覇
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
」
は
、

農
林
水
産
行
政
の
組
織
再
編
で
農
林
水

産
統
計
業
務
と
、
農
林
水
産
政
策
全
般

に
わ
た
る
情
報
の
受
発
信
、
Ｉ
Ｔ
化
の

推
進
等
の
情
報
業
務
を
担
う
新
た
な
組

織
と
し
て
平
成
十
五
年
七
月
一
日
に

「
那
覇
統
計
情
報
出
張
所
」
か
ら
改
組

さ
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
生
産
地
か
ら
消
費
地

ま
で
カ
バ
ー
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

か
し
た
情
報
受
発
信
拠
点
と
し
て
、
生

産
者
・
消
費
者
双
方
へ
積
極
的
に
情
報

を
提
供
・
収
集
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
主
な
情
報
業
務
と
し
て
は
、
緊

急
・
重
要
な
政
策
課
題
等
へ
の
対
応
に

関
し
、
市
町
村
・
農
協
や
地
域
の
オ
ピ

ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
等
へ
の
情
報
提
供
、

消
費
者
・
生
産
者
の
意
見
、
農
林
漁
業

現
地
情
報
の
把
握
・
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、

出
前
授
業
等
に
よ
る
食
に
関
す
る
情
報

提
供
の
積
極
的
展
開
、
Ｉ
Ｔ
講
習
会
の

実
施
な
ど
、
農
林
水
産
業
、
農
山
漁
村

の
Ｉ
Ｔ
化
の
推
進
等
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

ま
た
、
主
な
農
林
水
産
統
計
業
務
と

し
て
は
、
農
業
に
関
す
る
統
計
調
査
、

食
品
の
加
工
か
ら
消
費
に
い
た
る
流
通

に
関
す
る
統
計
調
査
、
林
業
に
関
す
る

統
計
調
査
、
漁
業
に
関
す
る
統
計
調

査
、
地
域
環
境
に
関
す
る
統
計
調
査
を
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行
っ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省　

沖
縄
労
働
局

那
覇
労
働
基
準
監
督
署

　

当
署
管
内
（
浦
添
市
以
南
の
本
島
南

部
及
び
周
辺
の
離
島
を
含
む
四
市
六
町

十
村
）
に
お
い
て
、
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
即
応
し
た
労
働
基
準
行
政
を
積

極
的
に
推
進
し
、
労
働
者
が
安
心
し
て

働
け
る
よ
う
一
般
労
働
条
件
の
確
保
対

策
、
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
指
導
、

及
び
労
働
保
険
制
度
の
促
進
な
ど
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

主
な
業
務
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
方
面
・
第
二
方
面
・
第
三
方
面

●�

事
業
場
に
対
す
る
監
督
指
導

●�

労
働
基
準
法
な
ど
に
関
す
る
届
出
・

申
請
・
報
告
窓
口

●�

労
働
条
件
な
ど
に
関
す
る
相
談
・
申

告●�
司
法
事
件
の
捜
査

総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー　

労
使
間
の

労
働
紛
争
の
解
決

《
安
全
衛
生
課
》

●�

労
働
安
全
衛
生
に
関
す
る
届
出
・
申

請
・
報
告
窓
口
、労
働
災
害
防
止
指
導
等

《
労
災
補
償
課
》

●�

労
働
保
険
関
係
受
付
業
務
、
労
働
保

険
料
徴
収
業
務
、
労
働
保
険
給
付
等

《
業　

務　

課
》

●�

会
計
等
内
部
事
務

厚
生
労
働
省　

沖
縄
労
働
局

　

沖
縄
労
働
局
は
、
沖
縄
県
地
域
に
お

い
て
、
全
て
の
人
に
働
く
場
を
提
供

し
、
豊
か
で
安
心
し
て
働
け
る
職
場
を

つ
く
る
と
と
も
に
、
雇
用
の
場
に
お
け

る
男
女
の
均
等
な
機
会
と
待
遇
を
確
保

す
る
た
め
、
沖
縄
県
の
経
済
社
会
情
勢

を
的
確
に
捉
え
、
地
域
の
実
情
に
即
し

た
総
合
的
な
労
働
行
政
を
積
極
的
に
推

進
し
て
い
ま
す
。
沖
縄
労
働
局
の
組
織

と
主
な
業
務
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

《
総
務
部
》

総
務
課
・
企
画
室
・
労
働
保
険
徴
収
室

総
務
・
会
計
等
業
務
、
個
別
労
働
紛
争

の
解
決
等
業
務

労
働
保
険
の
適
用
・
徴
収
に
関
す
る
業

務《労
働
基
準
部
》

監
督
課
・
賃
金
室
・
安
全
衛
生
課
・
労

災
補
償
課

労
働
時
間
等
労
働
条
件
の
確
保
改
善
に

関
す
る
業
務
、
最
低
賃
金
・
最
低
工
賃

制
度
の
運
営
等
の
業
務
、
労
働
災
害
防

止
、
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
業

務
、
労
災
保
険
事
業
に
関
す
る
業
務

《
職
業
安
定
部
》

職
業
安
定
課
・
職
業
対
策
課

職
業
紹
介
及
び
雇
用
保
険
事
業
等
に
関

す
る
業
務
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
雇

用
促
進
及
び
地
域
雇
用
開
発
、
労
働
者

派
遣
事
業
等
に
関
す
る
業
務

《
雇
用
均
等
室
》

男
女
の
雇
用
機
会
均
等
、
育
児
・
介
護

休
業
等
に
関
す
る
業
務

総
務
省　

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所

　

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
は
、
総
務
省

の
地
方
支
分
部
局
の
ひ
と
つ
と
し
て
設

置
さ
れ
、
沖
縄
県
を
管
轄
区
域
と
し
、

国
や
特
殊
法
人
等
の
業
務
に
つ
い
て
、

政
策
評
価
、
行
政
評
価
・
監
視
、
行
政

相
談
等
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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一　

政
策
評
価
及
び
行
政
評
価
・
監
視

　

総
務
省
が
実
施
す
る
政
策
評
価
や
行

政
評
価
・
監
視
に
関
す
る
実
地
調
査
機

能
を
担
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
行
政

評
価
・
監
視
に
つ
い
て
は
、
独
自
に
、

地
域
住
民
の
生
活
に
密
着
し
た
行
政
上

の
問
題
を
取
り
上
げ
、
国
や
特
殊
法
人

等
の
出
先
機
関
等
を
対
象
に
現
地
的
に

必
要
な
改
善
を
図
っ
て
い
ま
す
。

二　

行
政
相
談

　

国
の
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
の
苦
情
や

意
見
・
要
望
を
受
け
付
け
、
公
正
・
中

立
の
立
場
か
ら
関
係
行
政
機
関
に
必
要

な
あ
っ
せ
ん
を
行
い
、
そ
の
解
決
や
実

現
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
の
こ

と
を
通
じ
て
行
政
の
制
度
及
び
運
営
の

改
善
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

当
事
務
所
に
お
い
て
は
、
平
成
十
四

年
度
に
約
三
千
七
百
件
の
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

三　

情
報
公
開
制
度
の
案
内
等

　

情
報
公
開
制
度
の
仕
組
み
や
開
示
請

求
手
続
等
に
つ
い
て
の
案
内
や
情
報
提

供
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
政
策
評
価
に

つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

原
子
力
安
全
・
保
安
院

那
覇
鉱
山
保
安
監
督
事
務
所

　

那
覇
鉱
山
保
安
監
督
事
務
所
は
、
沖

縄
が
本
土
に
復
帰
し
た
そ
の
日
か
ら
沖

縄
の
鉱
業
に
お
い
て
も
本
土
の
鉱
山
保

安
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た

め
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
に
沖

縄
県
を
管
轄
す
る
通
商
産
業
省
（
現
在

は
経
済
産
業
省
）
の
地
方
支
分
部
局
と

し
て
那
覇
市
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
十
三
年
一
月
六
日
の
省
庁
再
編

に
よ
り
、
鉱
山
保
安
関
係
に
つ
い
て

は
、
産
業
保
安
担
当
部
局
と
し
て
、
資

源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
特
別
の
機
関
で
あ

る
原
子
力
安
全
・
保
安
院
に
移
管
さ
れ

ま
し
た
。

　

当
事
務
所
は
、
管
理
課
と
監
督
課
の

二
課
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
業
務
内

容
と
し
て
は
、
管
内
鉱
山
の
災
害
及
び

鉱
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
自
主
保
安

を
基
本
と
し
つ
つ
、
鉱
山
保
安
法
の
周

知
徹
底
、
鉱
山
保
安
管
理
体
制
の
整

備
・
充
実
、
鉱
山
の
保
安
技
術
の
改
善

等
を
重
点
に
保
安
監
督
指
導
を
実
施

し
、
又
、
管
内
鉱
山
の
大
半
が
小
規
模

鉱
山
の
た
め
、
き
め
の
細
か
い
保
安
指

導
や
巡
回
検
査
指
導
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
保
安
技
術
職
員
に
対
す
る
研
修

や
保
安
運
動
の
側
面
的
支
援
等
も
実
施

し
て
い
ま
す
。

国
土
交
通
省

沖
縄
船
員
地
方
労
働
委
員
会

　

沖
縄
船
員
地
方
労
働
委
員
会
は
、
労

働
組
合
法
、
労
働
関
係
調
整
法
等
に
基

づ
く
労
使
問
題
の
救
済
・
調
整
機
関
と

し
て
の
業
務
の
ほ
か
に
、
沖
縄
総
合
事

務
局
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
の
業
務
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

●�

労
働
紛
争
の
調
整

　

労
使
間
の
争
い
は
、
当
事
者
で
自
主

的
に
解
決
す
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
こ

と
で
す
が
、
自
主
的
な
解
決
が
難
し
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
当
事

者
間
の
主
張
を
公
正
な
立
場
で
調
整

し
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
の
手
助
け

を
し
て
お
り
ま
す
。

●�

個
別
労
働
紛
争
の
あ
っ
せ
ん

　

個
人
と
船
舶
所
有
者
の
間
で
、
解

雇
・
配
置
転
換
等
の
労
働
問
題
が
生
じ

た
と
き
は
、「
あ
っ
せ
ん
」
の
申
請
を
す

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

●�

そ
の
他
に
、
不
当
労
働
行
為
の
審
査

と
救
済
、
労
働
組
合
の
資
格
審
査
、
ま

た
諮
問
機
関
と
し
て
、
最
低
賃
金
に
関

し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
、
調
査
審
議

の
う
え
答
申
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
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